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令和４年 第１回沼田町議会定例会 会議録 

 

                      令和 ４年３月１７日（木） 

                      午後 ４時００分  開 会 

１．出席議員 

       １番 鵜 野 範 之 議員       ２番 畑 地   誉 議員 

      ３番 久 保 元 宏 議員       ４番 高 田   勲 議員 

      ５番 篠 原   暁 議員       ６番 伊 藤   淳 議員 

      ７番 長 野 時 敏 議員       ８番 上 野 敏 夫 議員 

 ９番 小 峯   聡 議員   １０番 大 沼 恒 雄 議員 

 

２．欠席議員  なし 

  

３．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

  町   長  横 山   茂 君   

教育長    吉 田 憲 司 君  農業委員会長 辻   則 行 君 

 

４．町長の委任を受けて出席した説明員 

  副町長      菅 原 秀 史 君  総務財政課長  村 中 博 隆 君 

産業創出課長 赤 井 圭 二 君  農業推進課長 前 田 昌 清 君 

住民生活課長 嶋 田 英 樹 君  建設課長    瀧 本 周 三  君   

保健福祉課長 小 玉 好 紀 君  和風園園長  安 念 昌 典 君 

旭寿園園長  荒 川 幸 太  君  会計管理者  按 田 義 輝 君 

 

５．教育委員会教育長の委任を受けて出席した説明員 

  教育課長     三 浦   剛  君 

 

６．職務のため、会議に出席した者の職氏名 

  事務局長     黒 田 美 和  君  書  記      中 山 裕 樹 君 
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７．付議案件は次のとおり 

 

（議件番号） 

 

 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１８号 

同 意 第 １ 号 

同 意 第 ２ 号 

同 意 第 ３ 号 

議案第３２号 

 

（件   名） 

会議録署名議員の指名 

予算等審査特別委員会審査報告 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

教育委員会委員の任命について 

公平委員会委員の選任について 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

沼田町雨竜川総合運動公園条例の一部を改正する条例について 

議員の派遣について 
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開 会   午後 ４時００分   

（ 開 会 宣 言 ） 

○議長（小峯聡議長）只今の出席議員数は、１０人です。定足数に達していますの

で、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりで

あります。 

  

（ 会議録署名議員の指名 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第１。会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議

員は、会議規則第１２５条の規定により、１０番、大沼議員、１番、鵜野議員を指

名致します。 

 

（ 予算審査等特別委員会報告 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第２。予算等審査特別委員会審査報告を議題と致します。 

委員長の報告を求めます。はい。鵜野委員長。 

（ 鵜野委員長登壇 ） 

○鵜野委員長（鵜野範之委員長）予算等審査特別委員会審査報告。本委員会に付託

された次の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規

定により報告致します。 

〔以下、報告書を朗読〕 

○議長（小峯聡議長）委員長の報告が終わりました。予算等審査特別委員会付託の

条例案９件、予算案９件の議案につきましては、議員全員による予算等審査特別委

員会で審議、採決したものであり、委員長は意見を付してすべて原案可決でありま

す。お諮り致します。本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第１３号、町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例についてから、議案第１７号、沼田町第２号

会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について及び、議案

第１９号、沼田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてから、議案第

３１号、沼田町水道事業会計予算についてまで、以上、１８件を委員長報告のとお

り決定致しました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第３。議案第１１号。職員の服務の宣誓に関する条例の
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一部を改正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。総務

財政課長。 

○総務財政課長（村中博隆課長）はい。議案第１１号。職員の服務の宣誓に関する

条例の一部を改正する条例について。職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正

する条例を提出する。令和４年３月１０日提出。町長名でございます。職員の服務

の宣誓に関する条例の一部を改正する条例。職員の服務の宣誓に関する条例（昭和

２６年条例第８号）の一部を次のように改正する。以下、条文の朗読を省略させて

いただきまして、提案理由を申し上げます。令和３年９月に制定されましたデジタ

ル改革推進法の推進によりまして、押印、書面の見直しに係わる法改正がなされた

ことに伴いまして、事務処理の効率化を図ることを目的と致しまして、本条例内に

記載のある印を削り、第２条第１項中の文言を一部削除するものでございます。な

お、この条例は公布の日から施行することとしてございます。以上、提案理由の説

明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いします。  

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第１１号は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第４。議案第１２号。職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。総務

財政課長。 

○総務財政課長（村中博隆課長）はい。議案第１２号。職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例について。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例を提出する。令和４年３月１０日提出。町長名でございます。職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例。職員の育児休業等に関する条例（平成

４年条例第７号）の一部を次のように改正する。以下、条文の朗読を省略させてい
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ただきまして、提案理由を申し上げます。昨年８月の人事院が行いました報告、意

見の申出の中で、国家公務員に係わる妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のため

に講じる措置が明らかにされており、国家公務員の措置に準じまして地方公務員の

育児休業等に関する法律の改正が２月に国会へ提出されたところでございます。職

員の取得要件の緩和などを進める必要があることから、本則に２条を加えることで

当該職員に育児休業に関する制度を知らせ、育児休業の承認の請求に係る意向確認

を行いながら、職員が不利益な取り扱いを受けることの無いよう勤務環境の整備に

関する措置を講ずるため、条例の一部を改正するものでございます。なお、この条

例は令和４年４月１日から施行することとしてございます。以上、提案理由の説明

とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第１２号は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第５。議案第１８号。沼田町固定資産評価審査委員会条

例の一部を改正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。

住民生活課長。 

○住民生活課長（嶋田英樹課長）はい。議長。議案第１８号。沼田町固定資産評価

審査委員会条例の一部を改正する条例について。沼田町固定資産評価審査委員会条

例の一部を改正する条例を提出する。令和４年３月１０日提出。町長名でございま

す。沼田町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例。沼田町固定資産評

価審査委員会条例（平成２８年条例第１８号）の一部を次のように改正する。条文

の朗読を省略し、提案理由を説明致します。本改正は国の押印等の見直しの動きに

関連して、固定資産評価審査委員会での諸手続きにおいて、署名、押印を廃止する

ものであります。ご審議のほど、よろしくお願い致します。 
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○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第１８号は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 

（ 人 事 案 件 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第６。同意第１号。教育委員会委員の任命についてを議

題と致します。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。同意第１号。教育委員会委員の任命についてでありま

すが、現委員であります小西克典氏が令和４年３月３１日をもって辞任されること

から、その後任として下記の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によって、議会の同意を求めるも

のであります。提案する方につきましては、住所が沼田町南一条２丁目５番２５号。

生年月日、昭和３８年８月８日生まれ。三浦実希氏をご提案申し上げます。略歴に

つきましては、深川西高等学校を昭和５７年に卒業され、平成７年４月より家業の

飲食店を継がれながら、平成１１年度には沼田幼稚園ＰＴＡ副会長。平成１５年度

から３年間は沼田小学校ＰＴＡ副会長。平成１９年度から２年間は沼田中学校ＰＴ

Ａ副会長を歴任。さらに平成１６年より沼田町社会教育委員。平成２４年から２年

間、北海道生涯学習審議会委員。また、平成３０年からは沼田町商工会理事並びに

商工会女性部長も歴任されるなど、町の教育にも関わっていただいており、保護者

からの信頼も厚く、見識も深く、沼田町の教育について意見をいただける方と考え

ており、最も適任と認めご提案申し上げるところであります。令和４年３月１０日

提出。沼田町長名です。以上、ご提案申し上げご同意いただきますようご審議のほ

ど、お願い申し上げます。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。お諮り致します。本案は人事案件であ

りますので、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案の質疑、討論は省略す

ることに決定しました。本案について採決致します。お諮り致します。同意第１号

は同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定

しました。 

 

（ 人 事 案 件 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第７。同意第２号。公平委員会委員の選任についてを議

題と致します。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。同意第２号。公平委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについて。現公平委員会委員であります田島博幸氏の任期が令

和４年３月２６日をもって任期満了となりますので、地方公務員法第９条の２第２

項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。選任する方は、沼田町字

沼田１１１番地６。田島博幸氏。昭和２６年１月１０日生まれであります。現在４

期目の公平委員としてご活躍をいただいておりますが、識見、人格ともにまさに適

していますので、再任として提案を申し上げます。令和４年３月１０日提出。沼田

町長名です。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。お諮り致します。本案は人事案件であ

りますので、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案の質疑、討論は省略す

ることに決定しました。本案について採決致します。お諮り致します。同意第２号

は同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定

しました。 

 

（ 人 事 案 件 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第８。同意第３号。固定資産評価審査委員会委員の選任

についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（横山茂町長）はい。議長。同意第３号。固定資産評価審査委員会委員の選

任につき議会の同意を求めることについて。現評価審査委員であります鵜野育雄氏

の任期が令和４年３月２４日をもって任期満了となりますので、地方税法第４２３

条第３項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。推薦する方は、沼
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田町南一条４丁目７番５号。鵜野育雄氏。昭和２１年１０月２３日生まれでありま

す。現在３期目の委員としてご活躍をいただいており、識見、人格ともにまさに適

していますので、再任として提案を申し上げます。令和４年３月１０日提出。沼田

町長名です。どうぞよろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。お諮り致します。本案は人事案件であ

りますので、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案の質疑、討論は省略す

ることに決定しました。本案について採決致します。お諮り致します。同意第３号

は同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定

しました。ここで、暫時休憩致します。 

午後 ４時２１分 休憩 

午後 ４時２２分 再開 

（ 日程の追加 ） 

○議長（小峯聡議長）再開いたします。議事日程の追加についてお諮り致します。

只今、町長から議案１件、議会から１件が追加案件として提出されました。これを

日程に追加し、議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、日程第９、議案第３２号、

沼田町雨竜川総合運動公園条例の一部を改正する条例について。日程第１０、議員

の派遣についてを日程に追加し、議案とすることに決定致しました。 

 

（一 般 議 案） 

○議長（小峯聡議長）日程第９。議案第３２号。沼田町雨竜川総合運動公園条例の

一部を改正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。教育

課長。 

○教育課長（三浦剛課長）はい。議案第３２号。沼田町雨竜川総合運動公園条例の

一部を改正する条例について。沼田町雨竜川総合運動公園条例の一部を改正する条

例を提出する。令和４年３月１７日提出。町長名であります。沼田町雨竜川総合運

動公園条例の一部を改正する条例。沼田町雨竜川総合運動公園条例（平成２６年条

例第１７号）の一部を次のように改正する。条文等の朗読を省略し、改正内容及び

改正理由を申し上げます。本条例は、町民の心身の健全な発達及び体育、スポーツ

の普及、振興を図るため、雨竜川総合運動公園の使用等に関し、必要な事項を定め
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た条例であります。改正内容は別表に定める町民パークゴルフ場使用料のうち、１

日券の町外料金を、町外３名以上のグループで使用する場合は町内料金で使用でき

るように改正するものです。理由と致しましては、近年、愛好者の減少やコロナ禍

の影響などから、町民パークゴルフ場の利用者は減少している状況にあり、町外の

３名以上の利用者を町民料金として取り扱うことにより、町外からの利用客を獲得

し、施設の利用促進を図るものであります。以上、提案理由とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

○議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入り

ます。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採決

致します。お諮り致します。議案第３２号は、原案のとおり決定する事にご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 

（ 議員の派遣について ） 

○議長（小峯聡議長）日程第１０。議員の派遣についてを議題と致します。お諮り

致します。本件は記載のとおり、令和４年度における議員の派遣であります。この

際、説明を省略し、これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、本件は許可することに決定

しました。 

 

（ 閉 会 宣 言 ） 

○議長（小峯聡議長）以上で、本定例会に付議された案件は全て終了しました。こ

れにて、令和４年第１回沼田町議会定例会を閉会致します。 

 

午後 ４時２５分 閉会 




